
只見町住宅取得支援事業補助金交付要綱 

 

 制定 令和３年３月 26日訓令第 13号 

令和５年３月 24日訓令第 6号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、定住促進及び空き家の有効活用等を目的として住宅の取得に要する費用に対

し、予算の範囲内で只見町住宅取得支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の補助金の交付及び手続に関し、この要綱に定めがない事項については、只見町補助金等

の交付に関する規則（平成 12年 3月 30日規則第 4号。 以下「規則」という。）の定めるところ

による。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）住宅 自己の居住の用に供し、生活するために必要な家屋で、玄関、居室、トイレ及び台 

   所を備える延床面積が５５平方メートル以上の一戸建て住宅をいう。ただし店舗等との併 

   用住宅の場合は、延床面積の２分の１以上が、専ら自己の居住の用に供されており、か 

   つ、当該部分の延床面積が５５平方メートル以上であること。  

（２）新築住宅 自己の所有のために町内で初めて取得した一戸建て住宅、又は、併用住宅であ 

   って、その建設後使用されたことのないものをいう。ただし、建築又は購入しかつ所有権 

   登記したものに限るものとし、既存建築物を建て替えたものを除く。  

（３）中古住宅 町内に既存する住宅のうち、過去に住居として使用され、本町の家屋課税台帳  

   に登録されているものをいう。  

（４）定住 本町の住民として永住の意思を持って居住し、住民基本台帳法（昭和４２年法律第 

   ８１号）第６条第１項に規定する本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本 

   町にあることをいう。  

（５）基準日 住宅の新築にあっては当該住宅の工事の契約締結日、住宅の購入にあっては当該 

   住宅の購入の契約日をいう。  

（６）転居者 既に町内に住所を有している者が新築住宅又は中古住宅を取得し、その住宅に入 

   居した日までの期間が１年未満である者とする。 

（７）転入者 転入の日から住宅に入居した日までの期間が１年未満であり、かつ、転入の日前 

   １年において、町内に世帯員全員が住所を有していなかった者とする。  

（８）子育て世帯 基準日において、１５歳に達する月以降の最初の３月３１日までにある子が 

   いる世帯（補助金の交付申請時においては妊娠中の子も含む）。  

（９）空き家・空き地バンク登録物件 町内の空き家及び空き地（宅地）の有効活用を目的とし 

   て、只見町において運営している制度に登録された物件のことを言う 

（10）町内施工業者 町内に本店、支店、営業所等を有する法人又は、町内に主たる事業所を有 

   する個人の事業者をいう。  

（11）町税等 町民税、軽自動車税、固定資産税、国民健康保険税、介護保険料、及び上下水道 

   料をいう。 

  

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付を受ける事ができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号の全てに

該当する者とする。 

（１）自ら居住するため新築・中古住宅を取得した転居者又は転入者であること。 

（２）対象住宅に５年以上継続して定住すること。 

（３）県外からの転入者においては、定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に基準日

以前の期間が原則として１年以上記録されていること。 



２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。 

（１）補助対象者又は同一世帯の者が暴力団員である場合 

（２）所有する住宅が公共事業のため収用され、当該収用に伴い取得した場合 

（３）既にこの要綱による補助を受けた事がある者 

（４）補助対象者又は同一世帯の者に町税等の滞納がある場合 

（５）その他町長が不適当と認める者 

 

（交付対象住宅） 

第４条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は、次の各号に掲げる要件を

満たす住宅とする。 

（１）令和３年４月１日以降に対象住宅の取得に係る契約を締結したもの。 

（２）建築基準法等の関係法令に適合していること。  

 

（補助対象経費） 

第５条 この補助金の交付の対象となる経費は、住宅の取得に要した経費とし、次の経費を除いた

ものとする。  

（１）新築住宅の建築又は購入時に要する土地取得費 

 (２) 外構工事等に要する経費 

 (３) 併用住宅における住宅部分以外に係る経費 

（４）国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費 

 

（補助金の額）  

第６条 この補助金に係る補助基本額、加算額は、別表第１のとおりとする。  

２ 前項に規定する補助金のほか、県外からの転入者で、「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要

綱（平成２９年８月２１日付け２９建第１０５８号福島県土木部長通知）」に定める要件に該当す

る場合においては、当該事業の補助金交付要綱に基づき、対象となる補助金額を加算するものと

し、この補助基本額、加算額は別表第２とする。ただし、県の予算の範囲内で交付される額を

限度とする。 
３ この補助金額は、補助対象経費の２分の１以内の額又は、第１項及び第２項により算出した額

を合算した額のいずれか低い額（千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる）とする。  

 

（補助金交付申請）  

第７条 補助金の交付の申請は、住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了した日から起算

して６か月以内において、只見町住宅取得支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に次の各号に

掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町長は必要があると認めるときは、

当該申請の期限を延長することができる。  

（１）工事請負契約書又は売買契約書の写し 

（２）位置図、平面図及び求積表 

（３）世帯全員の住民票の写し（住民票謄本）  

（４）県外に継続して１年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票 

（５）世帯全員の町税の納税証明書（転入の場合、前住所地の市区町村のもの）  

（６）建物の登記事項証明書の写し（新築及び購入の場合）  

（７）新築、購入した住宅の写真（全景や工事内容のわかるもの）  

（８）領収書の写し（支払額の確認がとれるもの）  

（９）検査済証の写し（新築の場合）  

（10）承諾書兼誓約書（様式第２号）   

（11）母子健康手帳の写し（子を妊娠中の場合のみ）  

（12）その他町長が必要と認める書類 

２ 前項各号のうち町長が当該事項について、公簿等により確認できる場合は、添付を省略するこ

とができる。 



 

（補助金の交付決定）  

第８条 町長は前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容等を審査の上、補助金

の交付の可否を決定し、只見町住宅取得支援事業補助金交付決定通知書（様式第３号）又は只見町

住宅取得支援事業補助金交付却下通知書（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。  

 

（申請内容の変更等）  

第９条 前条の規定により交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、申請内容を変

更し、又は取り下げするときは、只見町住宅取得支援事業補助金変更（取り下げ）承認申請書

（様式第５号）を町長に提出して、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、只見町住宅取得支援事業

補助金変更（取り下げ）承認通知書（様式第６号）により交付決定者に通知するものとする。 

  

（補助金の請求）  

第 10条 補助金の請求は、交付決定の日から起算して２か月以内又は、交付決定の日の属する年度

の３月３１日のいずれか早い日までに只見町住宅取得支援事業補助金交付請求書（様式第７号）を

町長に提出して行うものとする。  

  

（補助金の交付の取消し等）  

第 11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消

すことができる。  

  （１）偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき  

 （２）この要綱又は補助金交付の条件に違反したとき  

 （３）町税等を滞納したとき  

 （４）その他町長が不適当と認めたとき  

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、只見町住宅取得支援事

業補助金取消通知書（様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。  

３ 第１項の規定により補助金の交付決定を取り消しした場合において、既に補助金が交付さ

れているときは、町長は交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。  

４ 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は直ちに当該補助金を返還しなけ

ればならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、返還する金額の全部又は一部を

免除することができる。  

  

（補助金の返還請求）  

第 12条 町長は、前条の規定により補助金の返還をさせる場合は、当該申請者に対し、只見町住宅

取得支援事業補助金返還請求書（様式第９号）により当該補助金の返還の請求をするものとす

る。  

２ 町長は、前項の規定により補助金の返還をさせる場合において、第３条の対象者の要件に違反

しているときは、次の各号に掲げる居住期間に応じ、当該各号に掲げる額について返還を請求す

るものとする。  

 （１）１年未満のとき 補助金の全額  

 （２）１年以上２年未満のとき 補助金の額の１０分の８の額  

 （３）２年以上３年未満のとき 補助金の額の１０分の６の額  

 （４）３年以上４年未満のとき 補助金の額の１０分の４の額  

 （５）４年以上５年未満のとき 補助金の額の１０分の２の額  

  

（その他）  

第 13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。  



  

 

 附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

別表第１ （第６条関係） 

建物区分  
補助基本額  

（単位:万円）  

加算額（単位:万円）  

子育て世帯  

只見町空き家・空

き地バンク登録

物件 

町内施工業者が

設計又は建築 

新築住宅取得 

（既存住宅の建て替 

 えを除く） 

５０ １０  １０ １０  

中古住宅取得 

（賃貸除く） 
３０  １０  １０  － 

  

 

別表第２ （第６条関係） 

区分 建物区分  
補助基本額  

（単位:万円） 

加算額（単位:万円）  

子育て世帯  
町内施工業者が

設計又は建築 

県外からの

転入者 

新築住宅取得 

（既存住宅の建て替 

 えを除く） 

上限７０ １０  １０  

中古住宅取得 

（賃貸除く） 
上限５０  １０  － 

 


